
議案第１４号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

次のとおり職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。

令和元年11月28日提出

鳥取県知事 平 井 伸 治

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前
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（期末手当） （期末手当）

第16条の４ 略 第16条の４ 略

２ 略 ２ 略

３ 前項の規定にかかわらず、再任用職員に対する期末手当の額 ３ 前項の規定にかかわらず、再任用職員に対する期末手当の額

は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100分の は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100分の

62、12月に支給する場合においては100分の69を乗じて得た額 62、12月に支給する場合においては100分の68.5を乗じて得た額

（特定幹部職員にあっては、６月に支給する場合においては100 （特定幹部職員にあっては、６月に支給する場合においては100

分の52、12月に支給する場合においては100分の59を乗じて得た 分の52、12月に支給する場合においては100分の58.5を乗じて得

額）に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間 た額）に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期

の区分に応じて、前項の表に定める割合を乗じて得た額とす 間の区分に応じて、前項の表に定める割合を乗じて得た額とす

る。 る。

４～６ 略 ４～６ 略

（勤勉手当） （勤勉手当）
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第16条の７ 略 第16条の７ 略

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会 ２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会

の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所 場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当 属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当

該各号に定める額を超えてはならない。 該各号に定める額を超えてはならない。

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤 (１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職 勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日 し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の 現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額 月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額

に100分の83.5（特定幹部職員にあっては、100分の103.5）を に100分の78.5（特定幹部職員にあっては、100分の98.5）を

乗じて得た額の総額 乗じて得た額の総額

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手 (２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手

当基礎額に、６月に支給する場合においては100分の39.5（特 当基礎額に、６月に支給する場合においては100分の39.5（特

定幹部職員にあっては、100分の49.5）、12月に支給する場合 定幹部職員にあっては、100分の49.5）、12月に支給する場合
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においては100分の44.5（特定幹部職員にあっては、100分の54.5） においては100分の40（特定幹部職員にあっては、100分の50）

を乗じて得た額の総額 を乗じて得た額の総額

３～５ 略 ３～５ 略

第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（期末手当） （期末手当）

第16条の４ 略 第16条の４ 略

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の121.5を乗じて ２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合に

得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７ おいては100分の114.5、12月に支給する場合においては100分の

級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職 128.5を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその

員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するも 職務の級が７級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適
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の（これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除 用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれ

く。次項及び第16条の７第２項において「特定幹部職員」とい に相当するもの（これらの職員のうち、人事委員会規則で定め

う。）にあっては、100分の101.5を乗じて得た額）に、基準日 る職員を除く。次項及び第16条の７第２項において「特定幹部

以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ 職員」という。）にあっては、６月に支給する場合においては

て、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。 100分の94.5、12月に支給する場合においては100分の108.5を乗

じて得た額）に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の

在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額

とする。

略 略

３ 前項の規定にかかわらず、再任用職員に対する期末手当の額 ３ 前項の規定にかかわらず、再任用職員に対する期末手当の額

は、期末手当基礎額に、100分の65.5を乗じて得た額（特定幹部 は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100分の

職員にあっては、100分の55.5を乗じて得た額）に、基準日以前 62、12月に支給する場合においては100分の69を乗じて得た額

６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、前 （特定幹部職員にあっては、６月に支給する場合においては100

項の表に定める割合を乗じて得た額とする。 分の52、12月に支給する場合においては100分の59を乗じて得た

額）に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の区分に応じて、前項の表に定める割合を乗じて得た額とす
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る。

４～６ 略 ４～６ 略

（勤勉手当） （勤勉手当）

第16条の７ 略 第16条の７ 略

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会 ２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会

の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所 場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当 属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当

該各号に定める額を超えてはならない。 該各号に定める額を超えてはならない。

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤 (１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職 勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日 し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の 現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額 月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額

に100分の81（特定幹部職員にあっては、100分の101）を乗じ に100分の83.5（特定幹部職員にあっては、100分の103.5）を
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て得た額の総額 乗じて得た額の総額

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手 (２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手

当基礎額に、100分の42（特定幹部職員にあっては、100分の52） 当基礎額に、６月に支給する場合においては100分の39.5（特

を乗じて得た額の総額 定幹部職員にあっては、100分の49.5）、12月に支給する場合

においては100分の44.5（特定幹部職員にあっては、100分の54.5）

を乗じて得た額の総額

３～５ 略 ３～５ 略

（第１号会計年度任用職員の期末手当） （第１号会計年度任用職員の期末手当）

第16条の17 略 第16条の17 略

２ 前項の期末手当の支給については、第16条の４から第16条の ２ 前項の期末手当の支給については、第16条の４から第16条の

６までの規定を準用する。この場合において、第16条の４第２ ６までの規定を準用する。この場合において、第16条の４第２

項中「期末手当基礎額に、100分の121.5を乗じて得た額（行政 項中「期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100分

職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上である の114.5、12月に支給する場合においては100分の128.5を乗じて

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務 得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７

の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの 級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職
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職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。次項及び第 員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するも

16条の７第２項において「特定幹部職員」という。）にあって の（これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除

は、100分の101.5を乗じて得た額）に」とあるのは「期末手当 く。次項及び第16条の７第２項において「特定幹部職員」とい

基礎額に」と、同条第４項中「職員が受けるべき給料の月額 う。）にあっては、６月に支給する場合においては100分の94.5、

（育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除 12月に支給する場合においては100分の108.5を乗じて得た額）

して得た額）、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の に」とあるのは「期末手当基礎額に」と、同条第４項中「職員

月額の合計額」とあるのは「第１号会計年度任用職員が受ける が受けるべき給料の月額（育児短時間勤務職員等にあっては、

べき報酬の月額として人事委員会規則で定める額」と読み替え 給料の月額を算出率で除して得た額）、扶養手当の月額及びこ

るものとする。 れらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「第１号会

計年度任用職員が受けるべき報酬の月額として人事委員会規則

で定める額」と読み替えるものとする。

（第２号会計年度任用職員の期末手当） （第２号会計年度任用職員の期末手当）

第16条の19 略 第16条の19 略

２ 前項の期末手当の支給については、第16条の４から第16条の ２ 前項の期末手当の支給については、第16条の４から第16条の

６までの規定を準用する。この場合において、第16条の４第２ ６までの規定を準用する。この場合において、第16条の４第２
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項中「期末手当基礎額に、100分の121.5を乗じて得た額（行政 項中「期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100分

職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上である の114.5、12月に支給する場合においては100分の128.5を乗じて

もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務 得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７

の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの 級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。次項及び第1 員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するも

6条の７第２項において「特定幹部職員」という。）にあって の（これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除

は、100分の101.5を乗じて得た額）に」とあるのは「期末手当 く。次項及び第16条の７第２項において「特定幹部職員」とい

基礎額に」と、同条第４項中「職員が受けるべき給料の月額 う。）にあっては、６月に支給する場合においては100分の94.5、

（育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除 12月に支給する場合においては100分の108.5を乗じて得た額）

して得た額）、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の に」とあるのは「期末手当基礎額に」と、同条第４項中「職員

月額の合計額」とあるのは「第２号会計年度任用職員が受ける が受けるべき給料の月額（育児短時間勤務職員等にあっては、

べき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と 給料の月額を算出率で除して得た額）、扶養手当の月額及びこ

読み替えるものとする。 れらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「第２号会

計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域

手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
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（任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

第３条 任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年鳥取県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等）

第７条 略 第７条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条 ３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条

例第３条の２、第16条の３第１項及び第16条の４第２項の規定 例第３条の２、第16条の３第１項及び第16条の４第２項の規定

の適用については、給与条例第３条の２中「この条例」とある の適用については、給与条例第３条の２中「この条例」とある

のは「この条例及び任期付研究員の採用等に関する条例（平成13 のは「この条例及び任期付研究員の採用等に関する条例（平成13

年鳥取県条例第４号。以下「任期付研究員条例」という。）第 年鳥取県条例第４号。以下「任期付研究員条例」という。）第

６条の規定」と、給与条例第16条の３第１項中「第７条の２第 ６条の規定」と、給与条例第16条の３第１項中「第７条の２第
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１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員 １項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員

のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員とし のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員とし

て人事委員会規則で定める職員（次項において「管理監督職 て人事委員会規則で定める職員（次項において「管理監督職

員」という。）」とあるのは「任期付研究員条例第６条第１項 員」という。）」とあるのは「任期付研究員条例第６条第１項

に規定する第１号任期付研究員」と、給与条例第16条の４第２ に規定する第１号任期付研究員」と、給与条例第16条の４第２

項中「100分の114.5」とあるのは「100分の148」と、「100分の 項中「100分の114.5」とあるのは「100分の148」と、「100分の

128.5」とあるのは「100分の157」とする。 128.5」とあるのは「100分の152」とする。

第４条 任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等）

第７条 略 第７条 略
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２ 略 ２ 略

３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条 ３ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条

例第３条の２、第16条の３第１項及び第16条の４第２項の規定 例第３条の２、第16条の３第１項及び第16条の４第２項の規定

の適用については、給与条例第３条の２中「この条例」とある の適用については、給与条例第３条の２中「この条例」とある

のは「この条例及び任期付研究員の採用等に関する条例（平成13 のは「この条例及び任期付研究員の採用等に関する条例（平成13

年鳥取県条例第４号。以下「任期付研究員条例」という。）第 年鳥取県条例第４号。以下「任期付研究員条例」という。）第

６条の規定」と、給与条例第16条の３第１項中「第７条の２第 ６条の規定」と、給与条例第16条の３第１項中「第７条の２第

１項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員 １項の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員

のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員とし のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員とし

て人事委員会規則で定める職員（次項において「管理監督職 て人事委員会規則で定める職員（次項において「管理監督職

員」という。）」とあるのは「任期付研究員条例第６条第１項 員」という。）」とあるのは「任期付研究員条例第６条第１項

に規定する第１号任期付研究員」と、給与条例第16条の４第２ に規定する第１号任期付研究員」と、給与条例第16条の４第２

項中「100分の121.5」とあるのは「100分の152.5」とする。 項中「100分の114.5」とあるのは「100分の148」と、「100分の

128.5」とあるのは「100分の157」とする。
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（任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第５条 任期付職員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県条例第67号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等）

第８条 略 第８条 略

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条の２、第16条の３第 ２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条の２、第16条の３第

１項及び第16条の４第２項の規定の適用については、給与条例 １項及び第16条の４第２項の規定の適用については、給与条例

第３条の２中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職 第３条の２中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職

員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県条例第67号。以下 員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県条例第67号。以下

「任期付職員条例」という。）第７条の規定」と、給与条例第16 「任期付職員条例」という。）第７条の規定」と、給与条例第16

条の３第１項中「第７条の２第１項の規定に基づく人事委員会 条の３第１項中「第７条の２第１項の規定に基づく人事委員会

規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困 規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困

難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員 難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員
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（次項において「管理監督職員」という。）」とあるのは「任 （次項において「管理監督職員」という。）」とあるのは「任

期付職員条例第７条第１項に規定する特定任期付職員」と、給 期付職員条例第７条第１項に規定する特定任期付職員」と、給

与条例第16条の４第２項中「100分の114.5」とあるのは「100分 与条例第16条の４第２項中「100分の114.5」とあるのは「100分

の148」と、「100分の128.5」とあるのは「100分の157」とす の148」と、「100分の128.5」とあるのは「100分の152」とす

る。 る。

第６条 任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等）

第８条 略 第８条 略

２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条の２、第16条の３第 ２ 特定任期付職員に対する給与条例第３条の２、第16条の３第

１項及び第16条の４第２項の規定の適用については、給与条例 １項及び第16条の４第２項の規定の適用については、給与条例

―
 
1
8
 
―



第３条の２中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職 第３条の２中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職

員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県条例第67号。以下 員の採用等に関する条例（平成14年鳥取県条例第67号。以下

「任期付職員条例」という。）第７条の規定」と、給与条例第16 「任期付職員条例」という。）第７条の規定」と、給与条例第16

条の３第１項中「第７条の２第１項の規定に基づく人事委員会 条の３第１項中「第７条の２第１項の規定に基づく人事委員会

規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困 規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困

難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員 難及び責任の度が高い職員として人事委員会規則で定める職員

（次項において「管理監督職員」という。）」とあるのは「任 （次項において「管理監督職員」という。）」とあるのは「任

期付職員条例第７条第１項に規定する特定任期付職員」と、給 期付職員条例第７条第１項に規定する特定任期付職員」と、給

与条例第16条の４第２項中「100分の121.5」とあるのは「100分 与条例第16条の４第２項中「100分の114.5」とあるのは「100分

の152.5」とする。 の148」と、「100分の128.5」とあるのは「100分の157」とす

る。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、令和２年４月１日から施行する。
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２ 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）、第３条の規定による改正後の任期付研

究員の採用等に関する条例（以下「改正後の任期付研究員条例」という。）及び第５条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関す

る条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は、令和元年12月１日から適用する。

（給与の内払）

３ 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の

職員の給与に関する条例、第３条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第５条の規定による改正前の任期付職員

の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付

職員条例の規定による給与の内払とみなす。
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